
 

 

 

 

 

ソラムナード羽田緑地の一部供用停止について 

 

国土交通省京浜河川事務所が河川整備事業として、羽田空港跡地かわまちづくり計画

に基づき、ソラムナード羽田緑地に隣接する多摩川の護岸改修工事を実施する。この護

岸改修工事に伴い、ソラムナード羽田緑地の一部を作業ヤード等として使用するため、

一部供用停止を行う。 

 

記 

 

１ 緑  地  名   ソラムナード羽田緑地 

２ 位     置   大田区羽田空港二丁目地先 

３ 面     積   5,845.80㎡（緑地面積 15,195.80㎡） 

４ 供用停止理由    河川整備事業として、羽田空港跡地かわまちづくり計画に基

づき実施される多摩川の護岸改修工事に伴い、ソラムナード

羽田緑地の一部を作業ヤード等として使用するため。 

５ 期     間   令和４年 11月１日から令和５年３月 31日まで（予定） 

 

 

案内図 

 

 

 

 

 

 

 

[文書の重要な部分を引用して読者の注意を引いたり、このスペースを使って注目ポイントを強調し

たりしましょう。このテキスト ボックスは、ドラッグしてページ上の好きな場所に配置できます。] 

  

 

 

 

 

 

まちづくり環境委員会 
令和４年 10 月 14 日 

都市基盤整備部 資料 12 番 

所管 地域基盤整備第二課 

天空橋駅 

羽田空港第３ターミナル駅 

供用停止区間(上流側) 
L=241ｍ 
A=1,545.53 ㎡ 

供用停止区間(下流側) 
L=754ｍ 
A=4,300.27 ㎡ 

①② 



 

 

標準断面図 

 

 

 

 

  

 

(約 10～40m) 

(2.0～2.5m) (2.3～8.3m) 

護岸改修範囲 

一般者 
通行可能範囲 

① ② 天端部通路より望む 川側散策路より望む 

護岸改修範囲 

<拡大図> 

現況写真 

供用停止範囲 
(一般者立入禁止) 

供用停止範囲 
(一般者立入禁止) 

転落防止柵設置 

平板舗装整備 


